
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
八
十
号

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
補
償
金
の
返
還
）

第
一
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
補
償
金
を
支
払
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
補
償
金
の
額
に
相
当
す
る
金

額
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
委
託
）

第
二
条
　
政
府
が
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
補
償
金
の
支
払
の
請
求
の
受
付

二
　
ロ
ケ
ッ
ト
落
下
等
損
害
を
打
上
げ
実
施
者
が
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
の
金
額
に
関
す
る
調
査

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
補
償
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
（
補
償
金
の
額
の
決
定
を
除
く
。
）
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


